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西区役所に開設している住宅応急修理等に関する下記の窓口は、2 月で住宅修繕支

援制度や住宅建替・購入支援制度の申請手続きが終了することや、窓口利用者も減少

したことから 2月 27 日（金）で終了します。 

3 月以降の住宅応急修理等に関する手続きは、中央区の古町ルフル窓口で引き続き

受け付けます。 

 

＜3 月以降の住宅関連窓口＞ 

窓口の種類 窓口会場 開設時間 
問い合わせ先 

電話番号 

住宅修繕・建替 

（完了報告のみ） 

古町ルフル６階 

建築部フロア 

 

到着順に受付 

月～金曜日 

（祝・休日除く） 

9 時～17 時 

025-226-2880 

液状化被災宅地等復旧 

古町ルフル５階 

都市政策部フロア 

 

予約制で受付 

電話：025-226-2710 

月～金曜日 

（祝・休日除く） 

9 時～17 時 

025-226-2710 

街区単位の液状化対策については、引き続き以下の窓口で受け付けています。 

・都市政策部都市計画課 街区液状化対策室（電話：025-226-2683） 

・江南区地域総務課 街区液状化対策室 江南区担当（電話：025-382-4526） 

・西区地域課 街区液状化対策室 西区担当（電話：025-264-7180） 

 

 

能登半島地震の住宅応急修理等に関する窓口の変更について 

問い合わせ先 
新潟市危機管理防災局防災課 

担当：高橋・田辺 
電話：025-226-1140 


